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表

通
常
選
挙

回

次

通
常
選
挙

詔

書

公
布
日

通
常
選
挙

期

日

詔
書
公
布

日
か
ら
選

挙
期
日
の

前
日
ま
で

の
期
間

任

期

開
始
日

任

期

満
了
日

通
常
選
挙
後
最
初

に
召
集
さ
れ
た
国

会
回
次

召
集
詔
書

公
布
日

召
集
日

選
挙
の
日

か
ら
召
集

日
ま
で
の

期
間

任
期
開
始

日
か
ら
召

集
日
ま
で

の
期
間

第
一
回
昭
和二二、

三、二〇
昭
和二二、

四、二〇

日三一
昭
和二二、

五、
三
昭
和二五、

五、
二

二八、
五、
二
第
一
回
国
会

︵
特

別
︶

昭
和二二、

五、
六
昭
和二二、

五、二〇

日三一

日一八

第
二
回

二五、
五、
四
二五、
六、
四

三一
二五、
六、
四
三一、
六、
三
第
八
回
国
会

︵
臨

時
︶
二五、
七、
五
二五、
七、一二

三九

三九

第
三
回

二八、
三、二四
二八、
四、二四

三一
二八、
五、
三
三四、
五、
二
第
十
六
回
国
会

︵
特

別
︶
二八、
五、
三
二八、
五、一八

二五

一六

第
四
回

三一、
六、一二
三一、
七、
八

二六
三一、
七、
八
三七、
七、
七
第
二
十
五
回
国
会

︵
臨

時
︶
三一、一一、
二
三一、一一、一二

一二八

一二八

第
五
回

三四、
五、
七
三四、
六、
二

二六
三四、
六、
二
四〇、
六、
一
第
三
十
二
回
国
会

︵
臨

時
︶
三四、
六、一二
三四、
六、二二

二一

二一

第
六
回

三七、
六、
七
三七、
七、
一

二四
三七、
七、
八
四三、
七、
七
第
四
十
一
回
国
会

︵
臨

時
︶
三七、
七、二〇
三七、
八、
四

三五

二八

第
七
回

四〇、
六、一〇
四〇、
七、
四

二四
四〇、
七、
四
四六、
七、
三
第
四
十
九
回
国
会

︵
臨

時
︶
四〇、
七、一五
四〇、
七、二二

一九

一九

第
八
回

四三、
六、一三
四三、
七、
七

二四
四三、
七、
八
四九、
七、
七
第
五
十
九
回
国
会

︵
臨

時
︶
四三、
七、二六
四三、
八、
一

二六

二五

第
九
回

四六、
六、
四
四六、
六、二七

二三
四六、
七、
四
五二、
七、
三
第
六
十
六
回
国
会

︵
臨

時
︶
四六、
七、
五
四六、
七、一四

一八

一一

一
　
参
議
院
議
員
の
通
常
選
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関
係
一
覧
表

一



通
常
選
挙

回

次

通
常
選
挙

詔

書

公
布
日

通
常
選
挙

期

日

詔
書
公
布

日
か
ら
選

挙
期
日
の

前
日
ま
で

の
期
間

任

期

開
始
日

任

期

満
了
日

通
常
選
挙
後
最
初

に
召
集
さ
れ
た
国

会
回
次

召
集
詔
書

公
布
日

召
集
日

選
挙
の
日

か
ら
召
集

日
ま
で
の

期
間

任
期
開
始

日
か
ら
召

集
日
ま
で

の
期
間

第
十
回

四九、
六、一四
四九、
七、
七

二三
四九、
七、
八
五五、
七、
七
第
七
十
三
回
国
会

︵
臨

時
︶
四九、
七、二〇
四九、
七、二四

一八

一七

第
十
一
回

五二、
六、一七
五二、
七、一〇

二三
五二、
七、一〇
五八、
七、
九
第
八
十
一
回
国
会

︵
臨

時
︶
五二、
七、二三
五二、
七、二七

一八

一八

第
十
二
回

五五、
五、三〇
五五、
六、二二

二三
五五、
七、
八
六一、
七、
七
第
九
十
二
回
国
会

︵
特

別
︶
五五、
七、
八
五五、
七、一七

二六

一〇

第
十
三
回

五八、
六、
三
五八、
六、二六

二三
五八、
七、一〇
元
、
七、
九
第
九
十
九
回
国
会

︵
臨

時
︶
五八、
七、一二
五八、
七、一八

二三

九

第
十
四
回

六一、
六、一八
六一、
七、
六

一八
六一、
七、
八

四、
七、
七
第
百
六
回
国
会

︵
特

別
︶
六一、
七、一五
六一、
七、二二

一七

一五

第
十
五
回

元
、
七、
五
元
、
七、二三

一八
元
、
七、二三

七、
七、二二
第
百
十
五
回
国
会

︵
臨

時
︶
元
、
八、
一
元
、
八、
七

一六

一六

第
十
六
回

四、
七、
八

四、
七、二六

一八

四、
七、二六
一〇、
七、二五
第
百
二十四回
国
会

︵
臨

時
︶

四、
八、
三

四、
八、
七

一三

一三

第
十
七
回

七、
七、
六

七、
七、二三

一七

七、
七、二三
一三、
七、二二
第
百
三十三回
国
会

︵
臨

時
︶

七、
七、三一

七、
八、
四

一三

一三

第
十
八
回

一〇、
六、二五
一〇、
七、一二

一七
一〇、
七、二六
一六、
七、二五
第
百
四十三回
国
会

︵
臨

時
︶
一〇、
七、二七
一〇、
七、三〇

一九

五

第
十
九
回

一三、
七、一二
一三、
七、二九

一七
一三、
七、二九
一九、
七、二八
第
百
五十二回
国
会

︵
臨

時
︶
一三、
八、
三
一三、
八、
七

一〇

一〇

第
二
十
回

一六、
六、二四
一六、
七、一一

一七
一六、
七、二六
二二、
七、二五
第
百
六十回
国
会

︵
臨

時
︶
一六、
七、二七
一六、
七、三〇

二〇

五

第
二十一
回

一九、
七、一二
一九、
七、二九

一七
一九、
七、二九
二五、
七、二八
第
百
六十七回
国
会

︵
臨

時
︶
一九、
八、
三
一九、
八、
七

一〇

一〇

第
二十二
回

二二、
六、二四
二二、
七、一一

一七
二二、
七、二六
二八、
七、二五
第
百
七十五回
国
会

︵
臨

時
︶
二二、
七、二七
二二、
七、三〇

二〇

五

第
二十三
回

二五、
七、
四
二五、
七、二一

一七
二五、
七、二九
元
、
七、二八
第
百
八十四回
国
会

︵
臨

時
︶
二五、
七、三〇
二五、
八、
二

一三

五

第
二十四
回

二八、
六、二二
二八、
七、一〇

一八
二八、
七、二六

四、
七、二五
第
百
九十一回
国
会 

︵
臨

時
︶
二八、
七、二六
二八、
八、
一

二三

七

第
二十五
回

元
、
七、
四
元
、
七、二一

一七
元
、
七、二九

七、
七、二八
第
百
九十九回
国
会 

︵
臨

時
︶
元
、
七、二九
元
、
八、
一

一二

四

備
考

1

公
職
選
挙
法
の
改
正
に
よ
り
第
十
八
回
通
常
選
挙
か
ら
、
通
常
選
挙
を
行
う
べ
き
期
間
が
参
議
院
開
会
中
又
は
参
議
院
閉
会
の
日
か
ら
二
十
三
日

以
内
に
か
か
る
場
合
、
参
議
院
閉
会
の
日
か
ら
二
十
四
日
以
後
三
十
日
以
内
に
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

2

通
常
選
挙
の
期
日
の
公
示︵
詔
書
公
布
日
︶に
つ
い
て
は
、
第
三
回
通
常
選
挙
ま
で
は
、
少
な
く
と
も
三
十
日
前
に
行
わ
れ
る
こ
と
と
定
め
ら
れ
て

い
た
が
、
そ
の
後
、
公
職
選
挙
法
の
改
正
に
よ
り
第
四
回
及
び
第
五
回
通
常
選
挙
の
際
は
、
少
な
く
と
も
二
十
五
日
前
に
、
第
六
回
か
ら
第
十
三
回

通
常
選
挙
ま
で
は
、
少
な
く
と
も
二
十
三
日
前
に
、
第
十
四
回
か
ら
第
十
六
回
通
常
選
挙
ま
で
は
、
少
な
く
と
も
十
八
日
前
に
、
第
十
七
回
通
常
選

挙
か
ら
は
、
少
な
く
と
も
十
七
日
前
に
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

3

通
常
選
挙
後
の
国
会
召
集
に
つ
い
て
は
、
国
会
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律︵
昭
和
三
十
三
年
四
月
十
八
日
公
布
︶に
よ
り
、
新
た
に
規
定︵
国
会

法
第
二
条
の
三
︶が
設
け
ら
れ
、
新
議
員
の
任
期
が
始
ま
る
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
臨
時
会
が
召
集
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

4

公
職
選
挙
法
の
改
正
に
よ
り
第
十
八
回
通
常
選
挙
か
ら
、
通
常
選
挙
を
行
う
べ
き
期
間
が
参
議
院
開
会
中
又
は
参
議
院
閉
会
の
日
か
ら
二
十
三
日

以
内
に
か
か
る
場
合
、
参
議
院
閉
会
の
日
か
ら
二
十
四
日
以
後
三
十
日
以
内
に
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

平
成

平
成

平
成

平
成

平
成

平
成

令
和

令
和

令
和

令
和

令
和

令
和

二



通
常
選
挙

回

次

通
常
選
挙

詔

書

公
布
日

通
常
選
挙

期

日

詔
書
公
布

日
か
ら
選

挙
期
日
の

前
日
ま
で

の
期
間

任

期

開
始
日

任

期

満
了
日

通
常
選
挙
後
最
初

に
召
集
さ
れ
た
国

会
回
次

召
集
詔
書

公
布
日

召
集
日

選
挙
の
日

か
ら
召
集

日
ま
で
の

期
間

任
期
開
始

日
か
ら
召

集
日
ま
で

の
期
間

第
十
回

四九、
六、一四
四九、
七、
七

二三
四九、
七、
八
五五、
七、
七
第
七
十
三
回
国
会

︵
臨

時
︶
四九、
七、二〇
四九、
七、二四

一八

一七

第
十
一
回

五二、
六、一七
五二、
七、一〇

二三
五二、
七、一〇
五八、
七、
九
第
八
十
一
回
国
会

︵
臨

時
︶
五二、
七、二三
五二、
七、二七

一八

一八

第
十
二
回

五五、
五、三〇
五五、
六、二二

二三
五五、
七、
八
六一、
七、
七
第
九
十
二
回
国
会

︵
特

別
︶
五五、
七、
八
五五、
七、一七

二六

一〇

第
十
三
回

五八、
六、
三
五八、
六、二六

二三
五八、
七、一〇
元
、
七、
九
第
九
十
九
回
国
会

︵
臨

時
︶
五八、
七、一二
五八、
七、一八

二三

九

第
十
四
回

六一、
六、一八
六一、
七、
六

一八
六一、
七、
八

四、
七、
七
第
百
六
回
国
会

︵
特

別
︶
六一、
七、一五
六一、
七、二二

一七

一五

第
十
五
回

元
、
七、
五
元
、
七、二三

一八
元
、
七、二三

七、
七、二二
第
百
十
五
回
国
会

︵
臨

時
︶
元
、
八、
一
元
、
八、
七

一六

一六

第
十
六
回

四、
七、
八

四、
七、二六

一八

四、
七、二六
一〇、
七、二五
第
百
二十四回
国
会

︵
臨

時
︶

四、
八、
三

四、
八、
七

一三

一三

第
十
七
回

七、
七、
六

七、
七、二三

一七

七、
七、二三
一三、
七、二二
第
百
三十三回
国
会

︵
臨

時
︶

七、
七、三一

七、
八、
四

一三

一三

第
十
八
回

一〇、
六、二五
一〇、
七、一二

一七
一〇、
七、二六
一六、
七、二五
第
百
四十三回
国
会

︵
臨

時
︶
一〇、
七、二七
一〇、
七、三〇

一九

五

第
十
九
回

一三、
七、一二
一三、
七、二九

一七
一三、
七、二九
一九、
七、二八
第
百
五十二回
国
会

︵
臨

時
︶
一三、
八、
三
一三、
八、
七

一〇

一〇

第
二
十
回

一六、
六、二四
一六、
七、一一

一七
一六、
七、二六
二二、
七、二五
第
百
六十回
国
会

︵
臨

時
︶
一六、
七、二七
一六、
七、三〇

二〇

五

第
二十一
回

一九、
七、一二
一九、
七、二九

一七
一九、
七、二九
二五、
七、二八
第
百
六十七回
国
会

︵
臨

時
︶
一九、
八、
三
一九、
八、
七

一〇

一〇

第
二十二
回

二二、
六、二四
二二、
七、一一

一七
二二、
七、二六
二八、
七、二五
第
百
七十五回
国
会

︵
臨

時
︶
二二、
七、二七
二二、
七、三〇

二〇

五

第
二十三
回

二五、
七、
四
二五、
七、二一

一七
二五、
七、二九
元
、
七、二八
第
百
八十四回
国
会

︵
臨

時
︶
二五、
七、三〇
二五、
八、
二

一三

五

第
二十四
回

二八、
六、二二
二八、
七、一〇

一八
二八、
七、二六

四、
七、二五
第
百
九十一回
国
会 

︵
臨

時
︶
二八、
七、二六
二八、
八、
一

二三

七

第
二十五
回

元
、
七、
四
元
、
七、二一

一七
元
、
七、二九

七、
七、二八
第
百
九十九回
国
会 

︵
臨

時
︶
元
、
七、二九
元
、
八、
一

一二

四

備
考

1

公
職
選
挙
法
の
改
正
に
よ
り
第
十
八
回
通
常
選
挙
か
ら
、
通
常
選
挙
を
行
う
べ
き
期
間
が
参
議
院
開
会
中
又
は
参
議
院
閉
会
の
日
か
ら
二
十
三
日

以
内
に
か
か
る
場
合
、
参
議
院
閉
会
の
日
か
ら
二
十
四
日
以
後
三
十
日
以
内
に
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

2

通
常
選
挙
の
期
日
の
公
示︵
詔
書
公
布
日
︶に
つ
い
て
は
、
第
三
回
通
常
選
挙
ま
で
は
、
少
な
く
と
も
三
十
日
前
に
行
わ
れ
る
こ
と
と
定
め
ら
れ
て

い
た
が
、
そ
の
後
、
公
職
選
挙
法
の
改
正
に
よ
り
第
四
回
及
び
第
五
回
通
常
選
挙
の
際
は
、
少
な
く
と
も
二
十
五
日
前
に
、
第
六
回
か
ら
第
十
三
回

通
常
選
挙
ま
で
は
、
少
な
く
と
も
二
十
三
日
前
に
、
第
十
四
回
か
ら
第
十
六
回
通
常
選
挙
ま
で
は
、
少
な
く
と
も
十
八
日
前
に
、
第
十
七
回
通
常
選

挙
か
ら
は
、
少
な
く
と
も
十
七
日
前
に
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

3

通
常
選
挙
後
の
国
会
召
集
に
つ
い
て
は
、
国
会
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律︵
昭
和
三
十
三
年
四
月
十
八
日
公
布
︶に
よ
り
、
新
た
に
規
定︵
国
会

法
第
二
条
の
三
︶が
設
け
ら
れ
、
新
議
員
の
任
期
が
始
ま
る
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
臨
時
会
が
召
集
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

4

公
職
選
挙
法
の
改
正
に
よ
り
第
十
八
回
通
常
選
挙
か
ら
、
通
常
選
挙
を
行
う
べ
き
期
間
が
参
議
院
開
会
中
又
は
参
議
院
閉
会
の
日
か
ら
二
十
三
日

以
内
に
か
か
る
場
合
、
参
議
院
閉
会
の
日
か
ら
二
十
四
日
以
後
三
十
日
以
内
に
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

平
成

平
成

平
成

平
成

平
成

平
成

令
和

令
和

令
和

令
和

令
和

令
和

一
　
参
議
院
議
員
の
通
常
選
挙
関
係
一
覧
表

三


